
地域医療・介護等連携概念図                                 

在宅医療 
（通院が困難となった方や、退院後も診療が必要な方 等） 

・訪問診療 
・訪問歯科診療 
・訪問薬剤管理 等 

かかりつけ医 

急性期病院 

回復期、慢性期病院 

救急搬送 

紹介 

転院 

受診 

退院 

医 療 

調整 

調整 

調整 

資料 3-1 

逆紹介 

ケアマネジャー 
自宅、サービス付き高齢者向け住宅等 

住 ま い 

介 護 

◆在宅系サービス 
・訪問介護・訪問看護・通所介護 

・（看護）小規模多機能型居宅介護 

・短期入所生活介護 

・定期巡回・ 

随時対応型訪問介護看護 

◆施設・居宅系サービス 
・特別養護老人ホーム 

・介護老人保健施設 

・介護医療院 

・認知症高齢者グループホーム等 

生活支援・介護予防 

民生委員児童委員・地区社会福祉協議会・ 
町内会・老人クラブ・ボランティア・ＮＰＯ等  

地域包括支援センター 

行 政 

介護予防・日常生活支援 
総合事業 

 
日常生活圏域 
（本市では中学校区を基本とする。） 

◆生活支援サービス等 

出典：平成 28年 3月 地域包括ケア研究会報告書（厚生労働省ホームページ）をもとに作成 


